
－ 総額裁量制の導入 －

○実支出額の原則１／２国庫負担
○標準法により必要な教職員数を算定
○人材確保法等に基づく教職員給与水準

１．負担金の算定方法の転換 ～ 義務教育に必要な財源を確実に保障しつつ、地方
の自由度を最大限に拡大

標準定数 １／２ 負担金総額× × ＝

義務標準法に基づいて
算定した定数

各県がこの総額の中
で給与と定数を設定

人材確保法を踏まえた
優遇措置の維持

水準維持のため必要な
教職員定数の確保

給料・手当ごとの上限、
職種ごとの定数の上限
は撤廃

給与単価

行政職国家公務員の給与
＋教育職の有利性

○給与の種類ごとの上限を撤廃

○教職員数の上限を撤廃
活 用
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給 料
期末勤勉手当
教職調整額

義務教育等教員特別手当
管理職手当
特殊勤務手当

住居手当・通勤手当等

≪改革後≫

給料・諸手当の費目ごとに国の水準
を超える額は国庫負担の対象外

費目ごとの国庫負担限度額がなくなり，
総額の中で給与を自主的に決定

総額裁量制

２．制度改革のポイント

諸
手
当

種
23

義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 の 改 革

※ 前提



３．改革の効果 ～ 地方の裁量の大幅な拡大

能力・実績に応じて支給される部分を増額給与のうち一律支給の部分を抑制

少人数指導や補習授業を充実

多様な選択教科を開設

教員増により少人数学級を実施

常勤教員１人に代えて退職教員２名を配置

常勤教員１人に代えて非常勤講師２名を配置

給与抑制措置により財源をねん出

【活用例】

負担金総額の範囲内で次のような工夫が可能

○加配定数の弾力化（総額裁量制の導入に伴い、義務標準法の運用を弾力化）

国
庫
負
担
対
象

少人数学級

児童生徒支援等

研修・研究

少人数指導
少人数学級

・
少人数指導

負担対象外

研修・研究

児童生徒支援等
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